
保育相談部保護者　各位

学校運営に必要となります諸費につきまして、下記のとおり納入いただきたく、ご理解ご了承のほどお願いいたします。
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6,000 6,000 12,000

※　PTA会費は、1人あたり年間6,000円です。ただし、兄弟が本校に在籍している場合、2人兄弟の場合は1人あたり年間4,800円、3人以上の兄弟の場合は1人あたり年間3,600円です。

※　実習費や部活動の活動費等は、該当する幼児・児童・生徒より、随時現金で徴収します。

合　　計

現金徴収

月別計

令和５年度　諸費の納入について

月
徴収費目

　　兄弟の有無に関わらず、6,000円を徴収し、差額の返金は後日行います。

県立姫路聴覚特別支援学校

学習費 修学旅行等積立金
給食費

（Ⅲ段階）
給食費

（Ⅱ段階）
PTA会費

寄宿舎食費
（Ⅲ段階）

寄宿舎食費
（Ⅱ段階）

寄宿舎費


